
（別紙様式４）

〒
（住所）
（電話）

〒
（住所）
（電話）

昼夜

2,010 単位時間 600 単位時間 120 単位時間 1,290 単位時間 0 単位時間 0 単位時間

年 単位 単位 単位 単位 単位 単位

160 人 139 人 人 0 % 13 %

人
人
人
人
％

■就職者に占める地元就職者の割合 (F/E)
％

■卒業者に占める就職者の割合 (E/C)
％
人

（令和 5

受審年月：

（Ａ：単位時間による算定）

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

（Ｂ：単位数による算定）

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

人

人

人

人

人

人

人

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価： #REF!
※有の場合、例えば以下について任意記載

評価団体：
評価結果を掲載した
ホームページＵＲＬ

（うち企業等と連携したインターンシップの単位数）

教員の属性（専任
教員について記

入）

 ① 専修学校の専門課程を修了した後、学校等において
その担当する教育等に従事した者であって、当該専門課
程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して六
年以上となる者

（専修学校設置基準第41条第1項第1号） 5

 ② 学士の学位を有する者等 （専修学校設置基準第41条第1項第2号） 1

 ③ 高等学校教諭等経験者 （専修学校設置基準第41条第1項第3号） 0

 計 7

上記①～⑤のうち、実務家教員（分野におけるおおむね５年以上の実務の経験を有し、かつ、高度
の実務の能力を有する者を想定）の数

5

 ④ 修士の学位又は専門職学位 （専修学校設置基準第41条第1項第4号） 0

 ⑤ その他 （専修学校設置基準第41条第1項第5号） 1

うち企業等と連携した演習の授業時数

うち企業等と連携した必修の演習の授業時数 0

総単位数

うち企業等と連携した実験・実習・実技の単位数

120

うち必修授業時数 1,410

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数 0

美容室、まつ毛エクステンションサロン、トータルビューティーサロン

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の単位数

（うち企業等と連携したインターンシップの授業時数） 60

うち企業等と連携した必修の演習の単位数

当該学科の
ホームページ

URL
https://beauty.kbg.ac.jp/

98
■進学者数 0
■その他

うち企業等と連携した演習の単位数

うち必修単位数

企業等と連携した
実習等の実施状況
（Ａ、Ｂいずれか

に記入）

総授業時数 2,010

うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数 390

2 昼間
※単位時間、単位いずれ
かに記入

生徒総定員 生徒実員(A) 留学生数（生徒実員の内数）(B) 留学生割合(B/A)

0

（令和5年度卒業生）

56
■地元就職者数 (F) 35
■就職率 (E/D)　　　　　　　　　　： 100

62

就職等の状況

■卒業者数 (C)　　　　　　　　： 57
■就職希望者数 (D)　　　　　： 56
■就職者数 (E)　　　　　　　　：

年度卒業者に関する令和６年５月１日時点の情報）

■主な就職先、業界等

学科の目的
本校は教育基本法及び学校基本法に則り、専門的な知識技能を習得させ、円満なる人格と豊かな情操を養い、もって実社会に直ちに役立つ、有為な人材を養成すること
を目的とする。

学科の特徴（主な
教育内容、取得可

能な資格　等）
（取得可能な資格）美容師国家試験／ビューティービジネス実務検定／ヘアケアマイスター検定／SBS着付ディレクター2級／ＩＣＡＭ　メイクアップコースサーティフィケート

修業年限
全課程の修了に必要な総授業時数又は総

単位数
講義 演習 実習 実験 実技

衛生専門課程 美容学科 平成26（2014)年度 平成27（2015)年度

分野 認定課程名 認定学科名 専門士認定年度 高度専門士認定年度 職業実践専門課程認定年度

中退率

令和６年９月１０日

920-0919

076-234-3311
設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人国際
ビジネス学院金沢

昭和30年3月29日 大聖寺谷　敏 石川県金沢市南町6番12号
920-0919

076-234-3311

専門学校金沢美専 昭和51年4月1日 宮村　浩気 石川県金沢市南町6番12号

職業実践専門課程等の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

衛生

https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/


種別

➂

①

－

－

－

－

田中　美紀 －

西井　十六勝 専門学校金沢美専　顧問
令和5年4月1日～
令和7年3月31日

　※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　（当該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は「－」を記載してください。）
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

東　ちえこ 専門学校金沢美専　施設長
令和5年4月1日～
令和7年3月31日

作本　智美 専門学校金沢美専　運営責任者
令和5年4月1日～
令和7年3月31日

専門学校金沢美専　教員
令和5年4月1日～
令和7年3月31日

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程
の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針
美容業界が真に求める人材像及び最新の知識・技術・技能を教育内容に反映するため、美容関連企業、関係団体等との
連携により、広く意見を取り入れカリキュラムの改善等の教育内容の改善を定期的に行う。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

①カリキュラム等の改善のための「教育課程編成委員会」を設置
②「教育課程編成委員会」はカリキュラム改善への意見・助言を提案
③提案に基づき、学内でカリキュラムの改善を検討
④カリキュラムの改善
⑤新たなカリキュラムの作成

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

松本　仁志 ＮＰＯ法人　日本ヘアカラー協会
令和5年4月1日～
令和7年3月31日

#REF!

山本　公生 専門学校金沢美専　副校長
令和5年4月1日～
令和7年3月31日

名　前 所　　　属 任期

松下　泰之 有限会社グレイス
令和5年4月1日～
令和7年3月31日



（年間の開催数及び開催時期）
（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

教育課程編成委員会は年２回（8月・2月を予定）開催する。　また、必要に応じて開催する

科　目　名 連　携　企　業　等

（開催日時（実績））
令和５年１０月４日　１７：００～１８：００
令和６年３月２７日　１６：００～１７：００

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

サロンワークの担当教員は、企業・業界団体等の者から、実務に関する最新の知識、指導方法に対する助言、資料等の提
供を受け、実践的な授業の改善・工夫を行う。また、修了後には学生の学修成果の評価を踏まえ、更なる改善・工夫の助言
等を得る。

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

企業連携の方法

２．【校内】企業等から
の講師が一部の授業
のみを担当

２．【校内】企業等から
の講師が一部の授業
のみを担当

美容の基礎技術を踏まえ、ヘアス
タイリスト、ブライダルスタイリスト、
ヘアメイク等各人の将来像に合わ
せて必要な技術を選択形式で高め
る。

サロンの現場で応用力が必要とな
るヘアセット、フォト撮影等のクリエ
イティブな活動を現役で活躍中の
一流講師陣により指導する

美容演習

科　目　概　要

※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

学外自習について、実習前に学校側の意図をサロンに説明する時間を設けた方が良いという意見があり、次年度実施す
る。
コンテスト等を積極的に実施していき、学生の自己肯定感を高めるといいという意見があり、年間の計画に落とし込む

美容総合技術
株式会社エターナル
株式会社マーキュリー

株式会社ハナブサ
有限会社グレイス
株式会社grico

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針
　「専門産業の発展に貢献できる社会人の要請」を建学の精神とし、夢を追い続ける情熱を持ち、高い専門能力を社会で発
揮できる人材を養成するため、「社会人力」の向上を図ることを基本方針とする。
学校の建学の精神、教育理念、カリキュラムの構成、学生に対する教育方針のすべてを承諾し、これに基づき講義、指導を
なし、もって本校の運営に協力するものとする。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。



研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

２０２３．６．２１ 対象： 教員

メンズに対するメイクの仕方を学ぶ

連携企業等：

②指導力の修得・向上のための研修等

連携企業等：

対象：

連携企業等：

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

業界トップスタイリストに学ぶ流行の韓国ヘアースタイリング

メンズメイク 連携企業等： 株式会社ＨＡＮＡＢＵＳＡ

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記

　企業等へ担当教員を定期的に派遣または、企業等から講師を当校に派遣していただき、企業ごとの理念、求める人材像・
スキル、学校教育との連動について研究し、該当学生に対して企業から派遣される講師と本校教員が合理的に指導出来る
よう逐一打合せを行う。

トレンドヘア 連携企業等： 株式会社エターナル

２０２３．１１．２２ 対象： 教員

連携企業等：

対象：

対象：

ヘアアイロンによるスタイリング講座 連携企業等： 株式会社エターナル

２０２４．６．２１ 対象： 教員

①専攻分野における実務に関する研修等
（３）研修等の計画

ヘアアイロンを用いたトレンドのヘアスタイルのスタイリング技術を学ぶ

現場で使えるヘアメイク講座 連携企業等： 株式会社エターナル

２０２４．１０．１２ 対象： 教員

現場で活躍する美容師による、今風のメイクアップ技術を学ぶ

連携企業等：

対象：

対象：



研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

対象：

（１）教育理念・目標
るか

いているか

（２）学校運営
いるか

効果的なものになっているか

②指導力の修得・向上のための研修等

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針
企業等の「学校関係者」による意見交換等を通じて自己評価結果についての評価を行うとともに、教職員と共通理解を図
り、自己評価結果の客観性・透明性を高め、今後の学校運営改善のための助言等を行う。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

連携企業等：

対象：

連携企業等：

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

連携企業等：

対象：



（３）教育活動

合致しているか

人材ニーズレベルに照らして、また学科の教育機関を勘案して、到達
することが可能なレベルとして明確に定められているか

に編成されているか

か

や学校として把握・評価する体制があるか

（４）学修成果

れているか

として特筆できるか

（５）学生支援

か

いるか

ているか

に機能しているか

れているか

か

る支援体制は整備され有効に機能しているか



（６）教育環境

か

連携し、十分な教育体制を整備しているか

教育効果を確認しているか

いるか

なっているか

（７）学生の受入れ募集

となっているか

教育成果は正確に伝えられているか

する根拠を持っているか

か

のとなっているか

（８）財務

なっているか

ジュールは妥当なものか

（９）法令等の遵守

関しその保護のための対策が取られているか

るか

るか

る啓発活動を実施しているか

か

いるか

確に伝わっているか



種別
企業等
委員

業界団体
等委員

（８）学校の財務

（９）学校評価

（１０）国際連携の状況

（５）様々な教育活動・教育環境
（６）学生の生活支援

（７）学生納付金・修学支援
案内等）

（２）各学科等の教育 ・ 学習の成果として取得を目指す資格、合格を目指す検定等
・ 資格取得実績

（３）教職員
（４）キャリア教育・実践的職業教育

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針
企業等の学校関係者に対する情報提供に関しては必要な情報の内容を精査し、それに応じた情報提供を行うとともに提供
する情報が古いものにならないよう、定期的に更新するなど最新の情報提供に努める。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画

＜学校の概要＞

・ 所在地、連絡先等
・ グループ校
＜目標及び計画＞

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に
関する情報を提供していること。」関係

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））
URL： https://beauty.kbg.ac.jp/
公表時期： 令和６年６月

松下　泰之 有限会社グレイス
令和5年4月1日～
令和7年3月31日

松本　仁志 ＮＰＯ法人　日本ヘアカラー協会
令和5年4月1日～
令和7年3月31日

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況
・入学者を増やす為の施策
・退学者を減らす為の施策
・就職指導に関すする施策

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
#REF!

名　前 所　　　属 任期

（１０）社会貢献・地域貢献

・学生のボランティア活動を奨励支援しているか
・学生のボランティア活動の状況を把握しているか
・広く教育機関、企業・団体及び地域との連携・交流を図っているか
・学校の資源を活用し、生涯学習事業や附帯教育事業を行っているか
・学校の施設・設備を開放するなど地域社会と連携しているか
・重要な社会問題について学生や教職員に対し啓発活動を行っている
か

（１１）国際交流

https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/


（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））
URL： https://beauty.kbg.ac.jp/
公表時期： 令和６年９月

（１１）その他
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
https://beauty.kbg.ac.jp/
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1 〇
関係法規・制
度

理容師・美容師の業務は公衆衛生の視点に
おいて法的規制の下にあることから、行政
機関による指導のもとで法令を守った業務
を行うことの重要性を学び、理容師・美容
師の志望者に対して必要な法的規制の内
容・仕組み等を、教科書「関係法規・制
度」に準拠して学修させる。

1
年
・

後

30 〇

2 〇 衛生管理

公衆衛生とは何か・公衆衛生の実態・保健
所の役割、保健についての基礎知識、環境
衛生について、健康を維持するためには、
生活習慣の適正化を図る必要がある事など
も学修する。

1

・

2

年

・

通

90 〇

3 〇 保健
美容の基礎となる人体の構造及び機能を理
解するために、解剖学や皮膚やその付属器
官について学修する。

1

・

2

年

・

通

90 〇

4 〇 香粧品化学

美容において使用される主な香粧品の原料
や配合の成り立ち、性状、使用目的の他、
使用の注意上の配慮事項を学ぶ。香粧品の
知識を深め、お客様にあったアドバイスが
できる提案力を養う。

1

・

2

年

・

通

60 〇

5 〇 文化論

日本と西洋、それぞれの歴史の中にみる理
容、美容は、各時代の人々が、どのような
時代背景の中で、どのような美しさを求め
たのかを知ることができる。これらを学
び、今求められている「美しさ」の意味を
知る手掛かりとする。

1

・

2

年

・

通

60 〇

6 〇 美容技術理論

仕事中に使用する道具の名称や、シャン
プー、ヘアデザイン、カッティング、パー
マの理論を学修することで、技術は元よ
り、それを裏付ける確かな理論を持った美
容師になることを目指す。

1

・

2

年

・

通

150 〇

7 〇 運営管理

経営意識を持つ。そのために経営者の立場
から仕事を考える。経営の基本を身につ
け、組織行動が重要であることを認識す
る。

1

年

・

後

30 〇

8 〇 美容実習

美容に関する基礎的な知識と技術を学び、
実習を通して基本技術を学修する。また美
容師国家試験課題のワインディング及び
オールウエーブセッティング技術を中心に
美容の基礎理論と知識を体得する。サロン
業務において重要なシャンプー、カッティ
ング、アップスタイル、カラーリング、メ
イクアップ、まつ毛エクステンションの基
礎理論と技術を学修する。

1
・
2

年
・
通

900 〇

9 〇 美容総合技術

美容師として必要なカット、サロンワー
ク、ブライダル、着付け、メイク等に関す
る総合的な技術をそれぞれの目指す美容師
像に照らし合わせて選択形式で受講する。

1

・

2

年

・

通

390 〇 〇

10 〇 美容演習

サロンスタイルやクリエイティブなセット
を現場の美容師に学びます。主にサロン
ワークや作品作り、ヘアショーにもつなが
る現場のテクニックを、余すことなく現役
の美容師が教えることで美容師としての感
性が磨かれます。

1

・

2

年

・

通

120 〇 〇

11 〇
キャリア・デ
ザイン

この授業では、将来の就職活動に向けて、
基盤となる自身の目標設定を行います。ま
た、後期からの就職活動にむけて、業界や
そこに属する企業についての知識を増やし
ます。
個人ワークやグループワークを通じて個人
の考えをまとめること、チームで話し合い
をすること、またその中でリーダーシップ
やプレゼンテーション能力についても併せ
て考え、実践していきます。

1
年
・

通

60 〇

12 〇 接遇・マナー

ビューティーコーディネーターとしてのホ
スピタリティと仕事のスキル、ビュー
ティーコーディネーターの仕事について、
ビューティーコーディネーターに必要な美
容知識を学修します。

1
年
・

前

30 〇

⑬

13

期

週

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

１学年の学期区分

１学期の授業期間

（留意事項）

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

2

15

卒業要件：
所定の修業年限以上在学し、課程を修了したと認めた者には、卒業証
書を授与する。

履修方法： 学則に定める教育課程についてすべて履修する。

授業科目等の概要

#REF!
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年

次
・
学
期

授
　
業

　
時
　
数

単
 
位

 
数

授業方法 場所 教員
企
業
等

と
の
連
携

合計 科目 2010 単位（単位時間）


